
Iris Wind Orchestra規約

——————————第1章　総則 ——————————

第1条（名称）

　本楽団はIris Wind Orchestra（以下「本楽団」という）と称する。なお，日本語での表記は「イリス

ウィンドオーケストラ」とする。また、略称は「イリス」「IWO」とする。

第2条（目的）

　本楽団は，次の3項目を活動目的とする。

1) 演奏会に来てくださったお客様が，終演後に「吹奏楽っていいね！」と口にしてしまうよう

な音楽を提供する。

2) 参加者自身が，演奏会後「吹奏楽っていいね！」と改めて感じることができる演奏をす

る。

3) 普段音楽に携わっていない方，オーケストラ出身者，吹奏楽出身者，ビッグバンド出身者

，老若男女，全ての方に満足して頂けるような音楽活動を行う。

第3条（所在地）

　本楽団の所在地は，団長自宅とする。

第4条（活動地）

　本楽団の活動地は，東京を中心とする関東圏とする。
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——————————第2章　団員——————————

第1条（構成）

　本楽団は次の各号に掲げるものから構成する。

1) 運営 本楽団の全ての情報にアクセス可能な役職に就いている者

2) 運営補助 運営によって選任された運営の各作業の補助を行う者

3) パートリーダー運営によって選任された各パートの取りまとめを行う者

4) 一般団員 上記以外の参加者

第2条（入団資格）

　次の2つの条件を満たす者とする。

1) 第1章第2条（目的）に掲げる本楽団の活動目的に賛同できる者
2) 音楽，練習，コミュニケーションなど全ての活動に対し自ら挑戦できる者

　ただし以下のいずれかに当てはまる者は，本楽団に入団することはできない。

1) 募集開始時において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

2) すべての活動を日本語で円滑に行うことが困難な者

3) 特殊管，打楽器，一般的に個人所有または持ち込みが困難な楽器を除き，自分の楽器

を用意できない者

第3条（団員の募集及びエントリー）

　演奏会及び行事ごとに団員の募集を行う。演奏会の募集には，優先エントリーと一般エントリー

の2種類を設ける。行事の団員募集はその限りではない。

1) 優先エントリー

当該演奏会の一つ前の演奏会に奏者として参加した過去団員は，前回と同じ楽器であ

る場合に限り，一般エントリー開始より前に応募フォームに登録することができる。

2) 一般エントリー

優先エントリー以外は全て一般エントリーである。当該演奏会の一つ前の演奏会に奏者

として参加していたとしても，楽器の種類を変える場合は一般エントリーとなる。
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　なお，運営メンバーもしくは運営補助メンバーであっても，演奏会に奏者として参加する場合は

エントリーをしなければならない。その際のエントリーの基準は，一般団員と同じとする。また，一

つ前の演奏会に参加していたが，当該演奏会でその楽器の募集自体が無い場合，かつ他楽器

での参加を希望する場合は一般エントリーとなる。

第4条（賛助演奏者）

　募集が困難な特殊楽器や，募集をしても人数が集まらない楽器は，賛助演奏者を募る。賛助

演奏者はエントリー及び参加費支払いの義務を負わない。賛助演奏者は，次回演奏会への参加

を希望する場合，優先エントリーとして登録することができる。

第5条 （入団及び退団）

　本楽団への入団及び退団は次のように定める。

入団： 以下の手続きを経て正式に入団となる。

1) 応募フォームに登録する。

2) 団員連絡担当からの連絡を受ける。

3) 期日までに所定の参加費を支払う。

a) エントリー時に，初回練習までの期間が1ヶ月以上の場合は，エントリー

後1ヶ月以内

b) エントリー時に，初回練習までの期間が1ヶ月以下の場合は，練習初回参

加日

退団： 運営及び運営補助以外の団員は，各演奏会及び行事終了後の決算報告の7日後に，

自動的に退団となる。運営補助については，演奏会及び行事終了後に役職に就いてい

ない場合は退団となる。

やむなく退団・参加辞退する場合は，遅滞なく運営に連絡する。当該団員の退団は，運

営による承認の上成立する。

第6条（除名）

　本楽団の名誉を著しく傷つけたと認められるとき，その他本楽団の運営及び活動に著しく支障

をきたす行為，第2章第11条（禁止事項）に記載されている行為，並びにそれに準ずる行為をした

と認められるときは，運営の決定により団員としての身分を取り消すことができる。この場合，運

営の決定に先立ち，身分を取り消されるべき者には弁明の機会が与えられなければならない。

　団員としての身分を取り消された場合，または身分が取り消されなかった場合でも上述のよう

な行為をしたことが認められた場合，その者は誓約書へ著名し，運営の承認を得られない限り，

次回以降の演奏会または行事への参加は認められない。
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第7条（運営・運営メンバーの選任及び任期）

　運営メンバーは，第3章第1条（役職・職務）に掲げている全ての役職に就くことができる。希望

者もしくは運営の推薦により，新運営メンバーの選出を行う。運営の承認の後，本人の承諾を

もって正式に任命される。

　

第8条（運営補助・運営補助メンバーの選任及び任期）

　第3章第1条（役職・職務）に掲げている職務に関して，運営メンバーが当該役職に就くことが困

難な場合に，運営補助メンバーを募集する。運営補助メンバーは，本楽団の個人情報及び団員

情報を必要としない役職にのみおくことができる。したがって，本楽団のメールアドレスやドライブ

へのアクセスが必要な役職，団員の個人情報にアクセスが可能な役職などに就くことはできな

い。

　希望者もしくは運営の推薦により，新運営補助メンバーの選出を行う。運営の承認の後，当該

団員の承諾をもって正式に任命される。

　

第9条（パートリーダー・パートリーダーの選任及び任期）

　各パートにパートリーダーを1名おく。所属パートを代表して団の運営に参画するとともに，パー

ト員と団とをつなぐ役割を果たす。パートリーダーの仕事には以下のものが含まれる。

1) 指揮者及びパートリーダー連絡担当からの連絡事項のパートメンバーへの周知

2) 各楽曲のパート決め

3) パート練習を実施する際の練習場所の予約

4) パート練習実施時の演奏指導

5) 練習時の出欠確認

6) その他パート運営に付随する事柄及び内容

　運営は，一般団員からパートリーダーを選出し，当該団員の承諾をもって正式に任命する。な

お，必要に応じて新たなパート及びパートリーダーを立てることができ，パートの楽器編成も演奏

会ごとに自由に変更することができる。

　パートリーダーの任期は，各演奏会及び行事の終了をもって満了とし，再任・留任は妨げない

ものとする。

第10条（団員の義務）

　団員は，円滑な団の経営に参与する者とし，本楽団の事業の執行に協力すべき義務を負う。

第11条（禁止事項）

　団員は，団の秩序の維持のため，以下の事項を遵守しなければならない。
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1) 著しく楽団内の規律を乱したり，活動に支障を与えたりしない。

2) 公序良俗に反する行動をしない。

3) 届出事項に虚偽の内容を記載しない。

4) 参加費を滞納しない。

5) 運営の承諾なしに演奏による収益を得ない。

6) 活動時間内外に関わらず，団員に対して政治的・宗教的活動ないし，それに準ずる行為

を行わない。

7) 活動場所内において，事前の許可なく演説，集会，文書等の配布を行わない。

8) 活動時間内外に関わらず，事前の許可のない物品販売ないし，それに準ずる行為を行

わない。

9) 本楽団以外の音楽団体への過度な勧誘は行わない。

10)その他社会通念上，不適切な行動や言動をしない。
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——————————第3章　役職——————————

第1条（役職・職務）

　本楽団では次の役職をおく。各役職の主な職務は次のとおり。

1) 団長 総責任者

2) 副団長 団長の補佐，非常時にける団長の責務代行

3) 指揮者 音楽面及び演奏会のコンセプトの統括

4) 会計（補佐） 金融資産管理，各種支払い，会計報告

5) ホール担当（補佐） ホールの予約，ホールとの連絡，

付帯設備の借用

6) 練習場所担当（補佐） 練習場所の予約，練習場所との連絡，

付帯設備の借用(打楽器管理者と相談の上行う)

7) ライブラリアン（補佐） 楽譜の押印，管理

8) 団員連絡担当（補佐） 応募フォーム対応，全体LINE等への招待

9) パートリーダー連絡担当 各パートリーダーとの連絡

10)進行係*（補佐*） 練習・演奏会・行事のTT作成

11) SNS担当 アカウント管理，SNSでの投稿

12) HP係*（補佐*） HP管理

13)庶務（補佐*） 人足，受付，備品調達

14)広報*（補佐*） フライヤー・パンフレット・アンケート作成

15)記録係（補佐） 演奏会や会議の記録，動画撮影会社との連絡

16)楽器管理（補佐*） 練習会場の借用楽器選定，

楽器レンタル会社との連絡

17)企画 演奏会以外の行事の考案

　役職に応じて補佐をおくことができる。また運営メンバー以外が就くことのできる役職には*を印

す。

第2条（選任）

　運営は複数の役職を兼任することができる。運営補助，パートリーダー，一般団員（以下「その

他団員」という）が役職に就くこともできる。その他団員は，役職に就く際運営の承認を得た後，

当該団員の承諾をもって正式に選任される。

　責任所在の明確化のため各役職原則1名とするが，必要に応じて増減できる。
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第3条（任期）

　各演奏会及び行事の終了をもって任期満了とし，再任・留任は妨げないものとする。役職を退く

場合は，話し合いを行い，運営の承諾を得た後，退任の日程を決定する。

　退任の日程の決定後，運営は遅滞なく後任を選出する。

第4条（運営会議）

　運営は定期的に運営会議を行う。会議の内容は，議事録を作成し記録する。会議はオンライン

または対面で行う。演奏会や行事のエントリー開始までは，基本的に運営メンバーのみで会議を

行う。演奏会や行事のエントリー開始後は，運営補助メンバー，パートリーダー、一般団員も自由

に参加することができるよう，開かれた会議を行う。

第5条（その他）

1) 運営の半数以上の賛成をもって「運営の承認」とする。

2) 各役職管轄の職務については，当該役職に就いている者が最終決定権を有し，説明義

務を負う。ただし，運営の承認が得られていない事項については，その権利を行使するこ

とはできない。

3) 運営内には役職における序列は設けない。
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——————————第4章　資産および会計——————————

第1条（資産）

　本楽団の資産は，次の各号に掲げるものをもって構成する。

1) 参加費

2) 繰越金

3) 楽譜

4) 楽器

5) 備品

第2条（計画及び予算）

　各演奏会及び行事で演奏する曲目確定後，次の6つにかかる費用から予算を決定する。

1) 楽譜購入費用

2) 楽器レンタル費用

3) 練習費用

4) 演奏会・行事当日開催費用

5) 謝礼

6) 雑費（その他活動にかかる費用）

　この内，2)楽器レンタル及び3)練習費用に関しては，過去の演奏会や行事を参考にしつつ概算

を算出する。

第3条（参加費）

　本楽団への参加費は，第4章第2条（計画及び予算）に掲げるものに発生する金額によって決

定するため，演奏会・行事ごとに異なる。

　期日までに参加費を振り込まなければ，練習に参加することはできない。ただし，特段の事情

があり，また運営への事前の申告がある場合には，運営の協議の上，支払い期日が延長される

こともある。

　規定の期日までに参加費が支払われなかった場合は，第2章第5条（入団及び退団），第2章第

6条（除名），第2章第10条（団員の義務），第2章第11条（禁止事項）に基づき参加取り消し，また

は除名処分とする。

　活動を遂行する上で運営が必要と認めた場合は，その額を追加徴収できる。
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第4条（返金）

　特段の理由がない場合や，理由があっても運営による承認を得られない場合は，原則としてエ

ントリー後の返金は行わない。ただし次に掲げるような場合には、参加費の一部を返金する。

1) 参加費回収開始後，一定以上のまとまった金額を返金できる場合には，運営会議を開き

，参加費の減額及び返金額について協議する。運営の承認の後，減額の周知及び差額

分の返金を行う。返金は演奏会または行事終了後に行う。

2) やむを得ない事情で演奏会または行事自体が中止となる場合には，中止が決定された

日までにかかった費用，その日以降に発生するキャンセル料及び振込手数料を差し引い

た金額を返金する。

第5条（繰越金）

　収入から支出を差し引いた金額を繰越金とする。繰越金は，本楽団の運営に必要不可欠な物

品（楽譜，打楽器，その他備品）の購入費や，次回演奏会や行事に必要となる練習場所の費用，

打楽器及び楽譜のレンタル費などに充てることができる。

第6条（資産の管理）

　第4章第1条（資産）に記載している本楽団の資産は，運営メンバーで管理する。ただし、参加費

及び繰越金の管理については，会計の役職に従事している者が管理する。

第7条（報告及び決算）

　演奏会または行事に発生した全ての費用の支払い後，会計は遅滞なく団員へ決算報告を行わ

なければならない。決算内容は運営の承認を必要とする。団員は，退団までの間，決算報告の

内容について自由に質問することができ，運営はそれらの質問に回答する義務を負う。

——————————附則——————————

1) この規約は、令和4年10月1日から施行する。

2) この規約は、令和5年8月13日から改訂施行する。
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